
お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

一般廃棄物処理施設の整備

予算額の推移、補助対象の例

交付金、間接補助事業（補助率１／３（一部１／２等）、定額）

市町村等が行う一般廃棄物処理施設の整備には一時的に莫大な費用を

要するため、交付金、補助金による支援が不可欠である。また、災害廃

棄物処理の中核を担い地域のエネルギーセンターとして災害対応拠点と

なる一般廃棄物処理施設の強靱化を図る必要がある。

具体的には、以下の施設整備事業の一部を支援する。

・エネルギー回収型廃棄物処理施設（焼却施設、メタンガス化施設等）

・最終処分場

・マテリアルリサイクル推進施設

・有機性廃棄物リサイクル推進施設

・上記に係る調査・計画支援事業 等

① 市町村等が廃棄物の３R（リデュース、リユース、リサイクル）を総合的に推進するため、市町村の自主性と創意工

夫を活かした広域的かつ総合的な廃棄物処理・リサイクル施設の整備を支援する。

② 平成当初以降にダイオキシン類対策のために整備した廃棄物処理施設の老朽化による、ごみ処理能力の不足や事故

リスク増大といった事態を回避し、生活環境保全・公衆衛生向上を確保し、地域の安全・安心に寄与する。

③ 災害時のための廃棄物処理施設の強靱化及び地球温暖化対策の強化を推進する。

一般廃棄物処理施設の整備を支援します。

【令和６年度予算額 49,518百万円（49,442百万円）】

【令和５年度補正予算額 95,140百万円】

市町村等

平成１７年度～

環境省 環境再生・資源循環局 廃棄物適正処理推進課 電話：03-5521-8337

■交付対象

＜老朽化施設等の更新＞

＜被災時のリスク対策＞
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廃棄物発電電力を災害時の非常用電源として有効活用
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お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

浄化槽の整備（循環型社会形成推進交付金等（浄化槽分））

補助対象、事業イメージ

交付金（交付率1/3又は1/2）

市町村が行う浄化槽事業に対して交付金等により支援する。
※令和５年度補正・令和６年度予算では支援対象に下線部分を追加。

〇環境配慮・防災まちづくり浄化槽整備推進事業（交付率1/2）
単独処理浄化槽やくみ取り槽から合併処理浄化槽（環境配慮型浄化槽に限る）に事
業計画額の6割以上転換する事業

〇汚水処理施設概成に向けた浄化槽整備加速化事業（交付率1/2）<R8までの時限措置>
汚水処理施設概成目標※達成のために従来の整備進捗率を上回って浄化槽整備を加速
化する事業 ※都道府県構想及び同構想を踏まえ市町村が策定するアクションプランに定める目標

○単独処理浄化槽やくみ取り槽から合併処理浄化槽への転換
浄化槽設置・宅内配管工事、転換時の撤去、単独処理浄化槽の雨水貯留槽等再利用

○公共浄化槽の整備促進に向けたPFI事業（BTO,BOO,BOT方式）への支援

〇公共浄化槽・個人設置型浄化槽の少人数高齢世帯に対する維持管理負担軽減事業

○市町村が定める浄化槽長寿命化計画に基づく浄化槽の改築事業

○浄化槽整備効率化事業
浄化槽台帳作成、計画策定・調査（特定既存単独処理浄化槽に係る調査等含む）、
維持管理向上・費用低減に資する一括契約等に必要な情報集約・システム構築、講
習会等

現在でも全国で未だに約880万人が単独処理浄化槽やくみ取り槽を使用しており、生活排水が未処理となっている状況にある。

政府目標である令和８年度の汚水処理施設整備の概成を目指し、浄化槽法に基づき、合併処理浄化槽の整備を加速化するととも

に維持管理の向上のための支援を行う。

また、合併処理浄化槽は、災害に強く早期に復旧可能であり、防災・減災、国土強靭化の観点からも、老朽化した単独処理浄化

槽やくみ取り槽の合併処理浄化槽への転換促進及び浄化槽の長寿命化を図るための支援を行う。

単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換や維持管理の向上等を支援します。

地方公共団体
平成17年度～

■交付対象

環境省 環境再生・資源循環局 廃棄物適正処理推進課 浄化槽推進室 電話：03-5501-3155

【令和６年度予算額 8,613百万円（8,613百万円）】

【令和５年度補正予算額 500百万円】

環境省
交付金

市町村
設置

助成
個人設置型

公共浄化槽
交付率

1/3又は1/2

単独転換時の浄化槽設置費用（本体＋工事費（宅内
配管工事含む））及び単独処理浄化槽撤去費を助成

浄化槽
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所

赤色部分が助成対象

○事業スキーム

○浄化槽のイメージ

浄化槽
設置者

1/3又は1/2
国

2/3又は1/2
市町村費用負担（６割）

○浄化槽設置整備事業（個人設置型）

10/30又は15/30
国

17/30又は12/30
市町村

3/30
費用負担

○公共浄化槽等整備推進事業

費用負担（5割） 2/3又は1/2
市町村

○少人数高齢世帯に対する維持管理負担軽減事業

1/3又は1/2
国

※廃棄物処理施設整備交付金を含む。
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